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はじめに
　企業での資金調達はキャッシュフローとファイナ
ンスの関係でいえば、企業経営で本質的に重要なこ
とは、キャッシュフローを円滑にする手段がファイ
ナンス（知的財産・知的財産権担保融資等）である。
そのためにも企業収益の拡大を図る「知的財産」を

活かし、育成し、「知的財産権」を有効活用すること
であって、「知的財産」等を企業経営の柱にし、体
制を整える必要がある。
　「知的財産・知的財産権担保融資」に関係する契約
書の作成支援は、行政書士が行うことができる。知
的財産権の対象が著作物でなく、たとえば特許権で
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あっても、特許庁への質権設定登録申請を行政書
士が行うこともできる。ただし、需要は多くはな
い。金融機関にとって、知的財産権の評価、知的財
産権を活用した事業性の評価は、まだまだ得意分野
にはなっていないように見受けられる。しかしなが
ら、中小企業では他に担保がないという理由等によ
り、知的財産権担保融資を利用する場合が確かにあ
るので、ここに紹介する次第である。

１．「知的財産権担保融資」とは、どのよう
なものか

　会社の運転資金や研究開発に必要な資金の借入を
希望する事業者にとって、土地・建物等の担保が不
足する場合に、知的財産権を活用したいというニー
ズがある。対象となる知的財産権は、プログラム・
音楽・データベース等の著作権、特許権・実用新案
権等との関係で活用されているようである。
　金融機関からみれば、担保融資の対象となる知的
財産権については、以下の点を考慮することにな 
る。

（１）　当該知的財産権が権利として確実なものか

特許登録原簿等に異議申し立てや無効審判請
求等の記録がないかというチェックは必要である。
産業財産権では出願公開前のものは対象とならな
い。権利の共有といった利用・処分権限を制約す
る要因もチェックされる。

（２）　当該知的財産権が債務者の事業にとって不可

欠なものとなっているか

必ずしも事業に必要とされない知的財産権は、
債務者（融資を受ける事業者）にとって債務の履
行を確実にさせるための担保、強制力としても充
分に機能しないことになる。そこで、担保取得す
る知的財産権は、債務者の事業の収益、競争力の
源泉になっていることが重要である。

（３）　当該知的財産権を活用した事業に収益性、将

来性、市場性があるか

当該知的財産権が、債務者が債務を充分に弁
済しうる収益を生む価値を、長期間維持できるか
を慎重に見極めることになる。たとえば著作権に
質権を設定したときでも、動産の質権のように留
置的効力はないので、債務者は引き続き当該著作
権の利用・収益等を行うことができるし、ライセ

ンス契約によりライセンシーから利用料を得るこ
ともできる。そうした収益性の見通しが重要にな 
る。

（４）　権利の有効残存期間

以下の知的財産権の存続期間（終期）を参考に、
有効残存期間を確認する。
・特　許　権　原則、出願の日から最長20年
・実用新案権　出願の日から10年
・意　匠　権　設定登録の日から最長20年

  （平成19年３月31日以前の意匠登
録出願については、設定の登録
の日から最長15年）

・商　標　権　�設定登録の日から10年、ただし10
年ごとに更新登録可能。

・著　作　権　�著作者の死後原則50年、無名・変
名又は法人著作の場合は公表の
日から50年。映画は公表から70年。
ただし、米国を除く十一カ国が参
加する環太平洋パートナーシップ
協定（ＴＰＰ）が発効すると50年
のものは70年に延長となる。（す
でに存続期間が満了してものを蘇
らせることはない。）

２．「知的財産権担保融資」関係書類の作成
実務

　「知的財産権担保融資」では、以下の（１）か（２）
のいずれかを選択することになる。

（１）　質権設定契約証書に合意し押印後、

・「産業財産権」のときは、特許庁への質権設定登
録申請書（印紙額：債権額の４/1000）を提出

・「プログラムの著作権」のときは、（一財）ソフ
トウエア情報センターに質権設定登録申請書

（印紙額：債権額の４/1000）を提出
・「プログラム以外の著作権」のときは、文化庁

に質権設定登録申請書（印紙額：債権額の４
/1000）を提出

（２）譲渡担保権設定契約証書に合意し押印後、

・特許庁への「（譲渡による）特許権移転登録申
請書」（印紙額：１件15,000円）を提出

・「プログラムの著作権」のときは、（一財）ソフ
トウエア情報センターに「（譲渡による）著作


